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食品表示ルールを一元化



食品表示法の目的

第一条 この法律は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的
かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑
み、販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。以下同じ。）の用
に供する食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めること
により、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、食品衛
生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）、健康増進法（平成十四年法律第百三
号）及び日本農林規格等に関する法律（昭和二十五年法律第百七十五号）による措
置と相まって、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並
びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。

１ 食品表示は、安全性の確保及び合理的な選択機会の確保の役割を果たす
２ 食品に関する基準を策定し表示の適正を確保する
３ 消費者の利益の増進を図る
４ 国民の健康の保護及び増進に寄与する
５ 食品の生産及び流通の円滑化に寄与する
６ 消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与する
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食品表示ルールを一元化 → 食品表示法制定（平成２７年４月）



加工食品表示ルール見直しのスケジュール
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今後の検討課題（順次実態を踏まえた検討を行う）

・インターネット販売等における食品表示
・加工食品の原料原産地表示
・食品添加物表示
・遺伝子組換え表示 のあり方

加工食品の原料原産地制度に関する検討会設置

（平成28年１月19日 ）

令和２年４月１日

経過措置
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食品の原産地表示は、輸入品の急増を背景に生産者対策として始まった

食品の原料原産地表示は、鮮度を維持した輸送技術の向上に伴い、海外から輸入
される生鮮野菜が増加してきたことを背景に、義務化が行われた。

平成８年 輸入量が多く品質格差の大きいしょうが、にんにく、さといも、ブロッコリー、
しいたけの５品目にJAS法で原産地表示が義務化
（当時、中国産野菜の輸入が急増、早急な対策が求められていた）

平成１０年 ごぼう、アスパラガス、さやえんどう、たまねぎの４品目を追加

平成１２年 「品目横断的な品質表示基準」制定
食肉、水産物を含む全ての生鮮食品に原産地表示を義務付け
（加工食品は、個別品表と横断品表の二本立て）

平成１２年 梅干し及びらっきょう漬けについて原料原産地表示を義務付け
（輸入品の急増に対して、産地から表示義務化の強い要望）

平成１３年 全ての農産漬け物を対象に義務化
その後、 輸入量が多い、あじ・さばの干物、塩蔵・乾燥わかめなど、加工

食品８品目に原料原産地表示が義務付けられた
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【活ウナギ】 卸業者（輸入）→産地養殖業者→加工業者→卸売業者→小売店

過去に摘発された数々の産地偽装・多くが中国産隠し

【加工ウナギ１】 卸業者Ａ（輸入）→商社→商社→卸売業者Ｂ→仲卸→小売店

【あさり１】 北朝鮮船→中国船→卸業者Ａ（輸入）→卸業者Ｂ→小売店

【あさり２】 卸業者Ａ（輸入）→生産者（養殖場）→卸業者Ｂ→小売店

産地表示偽装に直罰（JAS法改正・2009.4）

【たけのこ】 卸業者Ａ（輸入）→産地加工業者（小分け）→卸業者Ａ→小売店

【さといも】 輸入業者（輸入）→産地卸業者（泥付け）→卸売市場→小売店

【加工ウナギ２】 卸業者Ａ（輸入）→加工業者→卸業者Ａ→卸業者Ｂ→小売店



食の安全・安心財団ＨＰ掲載
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食品の表示に関する共同会議報告書（「平成21年・抜粋）

Ⅲ原料原産地表示の義務対象品目を選定する際の基本的な考え方
について

加工食品の原料原産地表示の目的を「消費者、の適切な選択に資
する観点から、商品の品質に関する情報を適切に提供し、加工食品
の原産地に関する誤認を防止する」ことと位置づけ、

要件Ⅰ：原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての
品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、

要件Ⅱ：製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が
５０％以上である商品との品目横断的な基本的な要件を示
した。
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同 抜粋

２．まとめ
切り替え産地を列挙する可能性表示については、頻繁に原材料の産地の切り替
えが行われる加工食品にも対応でき、事業者から見ても、包材のロスや表示確認
のコストの問題が小さいというメリットがある。
しかし、商品に含まれていない原材料があたかも含まれているように表示される
ことになり、商品の内容と表示の内容が一致しないケースが生じうるために、か
えって消費者に誤解を招く情報を与えかねないことから、 「表示」方法としては導入
することは不適切と考えられる。

大括り表示は頻繁に原材料の産地の切り替えが行われる加工食品にも対応で
き、輸入中間加工品の原産国表示は、原料原産地情報が不明な場合でも対応で
きることから、いずれの方法も限られたスペースの中に消費者に一定の大まかな
情報を提供することが可能となる方法であり、包材のロスや表示確認のコストの
問題が小さいというメリットがある。
このため、今後加工食品の原料原産地表示対象品目を拡大する場合の表示方
法として、これらを導入することは適切と考えられる。一方、大括り表示等は実行
可能性の問題から国名表示ができない品目に対し適用されるものであることから、
その適用に当たっては、表示の意義、必要性も含め、十分な検討が必要である。



加工食品原料原産地表示の経過

現在は、食品表示法の食品表示基準 22
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従来通り→ダブルスタンダード原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い
生鮮食品の当該割合が５０％以上であるもの
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新ルール

（消費者庁一元化検討会資料より作成）
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２表示の充実と信頼の確保
（３）食品表示による適正な情報提供及び関係法令の厳正な運用
平成25年６月、従来の食品衛生法（昭和22年法律第 233 号）、農林物資の規格化
及び品質表示の適正化に関する法律（昭和25年法律第 175 号）及び健康増進法（平
成14年法律第 103 号）に規定されていた食品の表示に関する規定を一元化する食品
表示法が成立し、平成27年４月より施行することとしている。
同法に基づく新たな食品表示制度について、消費者、事業者等への普及啓発を行

い、円滑な施行とその定着を図るとともに、インターネット販売等における食品表示、加
工食品の原料原産地表示、食品添加物表示、遺伝子組換え表示の在り方などの個別
課題について順次実態を踏まえた検討を行う。
食品の機能性等を表示する制度について、消費者、事業者等の十分な理解増進を

図る。また、新たに施行される機能性表示食品制度については、施行状況の把握を行
い、必要に応じて制度の見直しを行うとともに、残された検討課題についても施行後速
やかに検討に着手する。その際には、幅広い関係者の意見を十分活用するものとす
る。
加えて、いわゆる健康食品も含めた食品について、表示のみならず広告についても、

その適正化に向け、法令違反に関しては厳正に対処するとともに、執行体制の整備を
含め、関係機関と連携して監視の強化を図る。
さらに、食品表示全体や産地情報の伝達の監視について、食品表示法等の関係法

令に基づき、関係府省庁や都道府県等とも緊密に連携した効果的、効率的な執行を図
り、食品表示の適正化を確保する。

消費者基本計画（平成２７年３月２４日閣議決定）抜粋



新
た
な
提
案

大くくり表示

「国産」、「輸入品」

可能性表示

「米国または中国」
「国産または輸入品」

現行の表示ルールでは
認められていない

製造地表示

「米国製造」、「国内製造」

原料原産地表示に関する閣議決定

○消費者基本計画（平成27年3月24日）
加工食品の原料原産地表示・・・の在り方などの

個別問題について順次実態を踏まえた検討を行う

○食料・農業・農村基本計画（平成27年3月31日）
加工食品の原料原産地表示について、実効可能

性を確保しつつ拡大に向けて検討する

○総合的なＴＰＰ関連政策大綱（平成27年11月25日
総合対策本部決定）
原料原産地表示について、実効可能性を確保し

つつ、拡大に向けた検討をおこなう。

【加工食品の原料原産地制度に関する検討会設置
（平成28年１月19日】

○日本再興戦略2016（平成28年6月2日）
原料原産地表示について、全ての加工食品への

導入に向け、実行可能な方策について検討を進め
る。

○経済財政運営と改革の基本方針2016
（平成28年6月2日）
全ての加工食品の原料原産地表示、・・・の導入

を検討する。

全ての加工食品への原料原産地表示導入に至る背景
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【新ルールのポイント（全ての加工食品に原料原産地表示義務付け）】

○ 既に義務化されていた「２２品目群と４品目」については、従来の
ルールを継承 （品質の差異が製品に反映されると認識される食品
のうち、原料割合が５０％以上の商品に原料の原産国名を表示）

○ 上記以外の加工食品（重量割合が一番高い原材料を対象）に、
新
たなルールを導入
① 原材料中多い順に表示（Ａ国、Ｂ国、その他）
② 可能性表示（Ａ国又はＢ国）
③ 大括り表示（輸入）（国産）
④ 可能性表示と大括り表示の組み合わせ（輸入又は国産）
⑤ 製造地表示
（Ａ国製造）（国内製造）（外国製造）（外国製造又は国内製造）

国内製造は都道府県名、旧国名でも可（北海道製造）（信州製造）



（消費者庁資料より）
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（消費者庁資料より）
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（消費者庁資料より）
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（消費者庁資料より）
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（消費者庁資料より）
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（消費者庁資料より）
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（消費者庁資料より）
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（消費者庁資料より）
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（消費者庁資料より）
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（消費者庁資料より）
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（消費者庁資料より）
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新ルールによる様々な例外規定



しょうゆ → 大豆（アメリカ又はカナダ）、小麦、塩・・・・・
（大豆の産地は平成○年の実績）

ポークソーセージ → 豚肉（アメリカ、カナダ）、豚脂肪・・・・・・・

【加工原材料】 小 麦 粉 → 小麦（輸入）
そ ば 粉 → そば（中国）
小豆あん →  小豆（中国）

鮭弁当 → ご飯（米・国産）、銀さけ・・・・・

あんパン → 小豆あん（北海道製造）、小麦粉・・・・・・・・

ロースハム → 豚ロース肉（輸入または国産）、糖類・・・・・・・
（豚肉の産地は平成○年から○年の実績）

ビスケット → 小麦粉（国内製造）、ショートニング・・・

二八そば → そば粉（信州製造）、小麦粉・・・・・

実際に店頭に並ぶ加工食品の表示・例

チョコレート → 砂糖（外国製造、国内製造）、カカオマス・・・・・
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食品表示における原産地情報は
食品表示法の目的に応えているか

１ 食品表示は、安全性の確保及び合理的な選択機会の確保の役割を果たす
直接安全に結び付かないが、時にネガティブな情報となる（中国・福島）

２ 食品に関する基準を策定し表示の適正を確保する
事業者にも消費者にも分かりやすい表示ルールといえるか？

３ 消費者の利益の増進を図る
表示が、消費者が手に取った食品の情報とは限らない

４ 国民の健康の保護及び増進に寄与する
直接結び付かないが、国産は安全・安心とする考え方は根強い

５ 食品の生産及び流通の円滑化に寄与する
食材の多様化、調達のグローバル化の中で事業者に求める情報管理

６ 消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与する
消費者が知りたい情報、生産者が伝えたい情報になっているか？

生産者（事業者）のこだわりと、それを支持する消費者を結ぶ表示
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複雑な加工食品の原料原産地表示ルールが事業者に突きつけた課題

１ 消費者が手に取った商品の表示が商品の情報とは異なる場合がある
・過去の実績、これからの計画

２ 消費者に提供する情報としてのクオリティーが失われる
・国産または輸入 → 情報としての価値がない
・Ａ国またはＢ国またはＣ国 → どこか分からない

３ 国産にこだわる生産者が消費者に伝えたい情報が埋もれてしまう
・国内製造、国産またはＢ国等々、紛らわしい表示が氾濫

４ 事業者の努力が報われない
・小豆から作った自家製あんのあんパン → 小豆の産地
・他社の小豆あんを仕入れて作ったあんパン → 小豆あんの製造地

５ ネガティブ情報を求める消費者の心配は変わらない
・○○産は使っていませんか？

６ 行政の監視が行き届かない
・従来の真正性確認調査は困難（表示と実際が違うだけでは違反にならない）



科学的手法による食品表示の監視

【DNA分析】 食品のDNA分析による種の判別
遺伝子組換えに関する表示のある食品の検査

【元素分析】 食品の元素組成による産地等の判別

【安定同位体比分析】 安定同位体比分析による原材料の産地・品種等の判別

出典；FAMIC
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http://www.famic.go.jp/
http://www.famic.go.jp/


○ 科学的手法による判別は調査の端緒
○ 調査は「物」「金」「情報」の３つの流れを確認
○ 違反と特定するためには、事実関係の確認が必須
○ 全ての加工食品の原料原産地表示

（真正性確認調査は可能か？ → モラルハザードの心配？）

最近の食品表示法の食品表示基準に係る指導件数
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厳しく複雑になる食品表示ルール
現状でも多い表示ミスによる回収

２０１９年度の回収・返金告知件数 ７２２件

表示ミス ４０８件（５６．５％）
うち、アレルゲン ２２３件（３０．９％）、期限表示１４１件（１９．５％）

その他 ３１４件（４３．４％）
（カビ等 １１０件（１５．２％）異物、異臭、包装不良等々）

表示ミスのほとんどが、自ら気が付いて自主的に告知

複雑なルールによる原料原産地表示ミスによる回収が増えることにならないか？
32

http://www.shokusan-kokuchi.jp/index/


33

おわりに
食品表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設し、食品表示制度上一つの転換点となっ

た食品表示法の成立後、表示事項一元化の際に検討が必要とされた個別表示事項等について、
消費者の意向、事業者の実行可能性、行政による表示内容の検証・監視可能性等の観点を踏
まえ、食品表示基準の見直しが進められてきた。しかし、本稿で論じたように、その過程では、表
示事項間の優先順位についての関係者間の意見の懸隔や、定量的なコスト評価に基づく検討
の不十分さといった問題が顕在化している。
さらに、本稿では取り上げなかったが、表示全般に関わる問題としては、「分かりやすさ」の観

点から表示の視認性の向上等も重要な課題である。消費者委員会食品表示部会では、当面取
り組むべき事項として、現行の加工食品の義務表示事項（「いわゆる一括表示」部分）の見づら
さ等についての実態調査、ウェブを用いた情報提供の優良事例調査の実施を挙げている。
食品表示法施行からの約5 年間で個別表示事項の検討が一段落しつつある中、今後は表示

全体に係る課題として、制度見直しの際に踏まえるべき観点の整理や、視認性の向上方法等を
検討し、より良い表示秩序の構築を目指す必要がある。

(抜 粋)

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11389697_po_1072.pdf?contentNo=1

国会図書館 調査と情報 １０７２ で検索

表示制度のあり方
消費者ニーズの多様化等により求められる表示項目が増加し、内容も複雑化する中で、表示

の在り方を更に改善するためには、表示見直しの際に踏まえるべき観点等を明らかにし、より
一貫性のある表示制度を構築する視点が必要である。

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11389697_po_1072.pdf?contentNo=1


34

消費者基本計画（令和２年３月３１日閣議決定）抜粋

（２）取引及び表示の適正化並びに消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保
⑤食品表示等による適正な情報提供及び関係法令の厳正な運用

（略）

食品表示全体や産地情報の伝達の監視については、食品表示法等の関係法令に
基づき、関係行政機関等との間で重層的かつ緊密な連携体制を維持して効率的・効
果的な執行を図り、適正な食品表示を確保する。

また、事業者等がアレルゲン等の安全性に関する食品表示基準に従った表示がな
されていない食品を自主回収する場合に、行政機関への届出を義務付けてその旨を
行政機関が公表する制度の適切な運用に万全を期す。
なお、2022 年度に全面施行される加工食品の原料原産地表示制度、2023 年度に

施行される遺伝子組換え食品表示制度等についても、事業者が速やかに従前の制
度から新しい制度に移行できるよう関係機関が連携して事業者に対する周知を図る
とともに、消費者への普及啓発により理解促進を図る。
さらに、消費者にとって見づらい等の食品表示における課題を解決し、分かりやす
く活用される食品表示とするため、食品表示の全体像に関する報告書（2019 年８月
消費者委員会食品表示部会）を踏まえ、消費者の表示の利活用の実態等の現状把
握を行うことを目的とした調査等を実施し、その結果を踏まえた検討を行う。



35



ご静聴ありがとうございました

公益財団法人 食の安全・安心財団

〒105-0013 東京都港区浜松町１－２９－６
浜松町セントラルビル１０Ｆ

TEL 03-5403-1064 FAX 03-5403-1280
E-mail info-anan2010@anan-zaidan.or.jp
U R L  http://www.anan-zaidan.or.jp
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表示ミスを防ぐためには、サプライチューンを
通じた電子データによる管理が不可欠


